
【公報種別】商標公報の訂正
【発行日】令和７年１２月２日（２０２５．１２．２）

【登録番号】商標登録第６９７９１１８号（Ｔ６９７９１１８）
【掲載公報発行日】令和７年１０月３０日（２０２５．１０．３０）
【年通号数】登録公報（商標）２０２５－２０２

【区分】１８、２５
【出願番号】商願２０２４－１１５７２８（Ｔ２０２４－１１５７２８）

【訂正要旨】【商標権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９０）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５０）【発行日】令和７年１０月３０日（２０２５．１０．３０）

【公報種別】商標公報
（１１１）【登録番号】商標登録第６９７９１１８号（Ｔ６９７９１１８）
（１５１）【登録日】令和７年１０月２２日（２０２５．１０．２２）

（５４１）【登録商標（標準文字）】

（５００）【商品及び役務の区分の数】２
（５１１）【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

第１８類　かばん類，袋物，財布，カード入れ，携帯用化粧道具入れ，皮革製包装用容器 　　　　
第２５類　被服，ガーター，靴下留め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，靴保護具，仮装用衣服，運動用
特殊靴，運動用特殊衣服（「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。） 　　　　
【国際分類第１２版】 　　　　
（２１０）【出願番号】商願２０２４－１１５７２８（Ｔ２０２４－１１５７２８）

（２２０）【出願日】令和６年１０月２９日（２０２４．１０．２９）
（７３２）【商標権者】
【識別番号】５２４３９７７６１

【氏名又は名称】菅沼啓次郎
【住所又は居所】東京都世田谷区玉堤２－３－９
（７４０）【代理人】

【識別番号】１０００８１７０９
【弁理士】
【氏名又は名称】鶴若　俊雄

【法区分】平成２３年改正
【審査官】渡邉　潤

（５６１）【称呼（参考情報）】ダックアンドシングズ、ダックシングズ、ダック、シングズ、シングス



(2) 商標公報６９７９１１８

【検索用文字商標（参考情報）】ＤＵＣＫ＆ＴＨＩＮＧＳ
【類似群コード（参考情報）】

第１８類　１８Ｃ１１、２１Ｃ０１、２１Ｆ０１
第２５類　１７Ａ０１、１７Ａ０２、１７Ａ０３、１７Ａ０４、１７Ａ０７、２１Ａ０１、２２Ａ０１、２２
Ａ０２、２２Ａ０３、２４Ａ０３、２４Ｃ０１、２４Ｃ０２、２４Ｃ０４


